
公的医療保険制度
加入者の皆様へ

こども・子育て世帯を応援！

子ども・子育て支援金制度が開始します

いつから始まるの？

支援金は令和８年４月分から医療保険料とあわせて拠出いただきますが

実際に徴収が開始する時期は加入する医療保険によって異なります。

※被用者保険に加入している方は給与所得から、年金を受給されている方は年金額から天引きとなります。

なぜ独身者や高齢者も負担する必要があるの？

・子育て支援は、こどもたちが健やかに成長していくためのものであり
そのこどもたちは将来おとなになりこの社会を支える担い手となるため

子育て支援は全ての方にとってメリットがあります。

・そのため、独身者や高齢者も含む全世代や企業の皆様から
拠出いただくこととしております。

こども家庭庁HP

支援金額はどのくらいになるの？

※支援金制度の導入に当たっては、社会保障分野の歳出改革等をあわせて行うこととしており、
国民の皆様に追加のご負担を求めることのない仕組みとしています。

詳しくは、「子ども・子育て支援金に関する試算」をご参照ください

支援金額は加入する医療保険制度や所得に応じて異なりますが、

全ての医療保険制度の加入者で平均すると、

令和10年度で月額 450円（令和８年度は250円）と試算しています。

「子ども・子育て支援金制度」って何？

※支援金が充てられる給付は法定されているため、国会での審議や法改正なしに使い途を増やすことはできません。

・「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、

それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、

こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

・支援金は児童手当の拡充など６つの事業に充てられます。詳細は裏面をご確認ください。
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子ども・子育て支援金が充てられる事業のご案内

児童手当の拡充

●所得によらず、支給の対象となります。

●支給期間を高校生年代まで延長します。

●第3子以降はより手厚く、一人当たり月3万円に大幅

増額します。

●4か月に1回から、2か月に1回の支給になります。

育児時短就業給付

「育児時短就業給付」を創設し、

こどもが２歳未満の期間に、時短勤務を選択した場合に、

時短勤務時の賃金の原則10％を支給します。

出生後休業支援給付
「出生後休業支援給付」を創設し、

子の出生直後の一定期間内に

両親ともに14日以上の育児休業を取った場合、

最大28日間、手取りの10割相当を支給します。

妊婦のための支援給付

「伴走型相談支援」

の面談と合わせて、

・妊娠届出時に5万円

・妊娠後期以降に

妊娠している

こどもの数×5万円

を支給します。

国民年金保険料免除
育児期間中の

国民年金の第1号被保険者の方を対象に、

育児期間中の国民年金保険料免除措置を創設します。

※令和６年10月分から拡充

※令和７年度から制度化

※令和７年度から実施

※令和７年度から実施

※令和８年10月から実施

こども誰でも通園制度

「こども誰でも通園制度」は、

保育所等に通っていない0歳6カ月から

満3歳未満のこどもが

時間単位等で柔軟に利用できる制度です。

（こども１人当たり10時間／月）

※令和７年度は希望自治体、令和８年度より全国実施

その後も
継続的に
支援

妊娠後期

妊娠している
こどもの数

×５万円

妊娠
届出時

５万円

12ヶ月 4ヶ月 9ヶ月

児童手当の拡充

子ども・子育て支援金制度についてもっと知りたいときは

担当職員による紹介記事 三原大臣からのメッセージこども家庭庁のHP

（概要説明）
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国民健康保険税の改定について 

 

〇国民健康保険事業費納付金 

 

都道府県が財政運営の責任主体となり国保運営の中心的な役割を担うことで、制度を安定化 

 

 ・保険給付に必要な費用を、全額、東京都が区市町村に支払う。 

 ・区市町村ごとの納付金を算定し、区市町村は東京都に納付金を支払う。 

 ・納付金を賄うための標準保険料率を提示 

 

 

 区市町村は、従来通り保険者として保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等 

 を引き続き担うとともに、納付金を都道府県に納付 

 

 

 

①区市町村ごとの納付金を決定       ③標準保険料率を参考に、 

② 標 準 保 険 料 率 を 提 示             保険料率を決定し、賦課 

 

 

⑤ 納 付 金 を 支 払 う            ④保険料の徴収 
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令和８年度納付金算定値 

〇東京都全体納付金 

東京都全体 
Ｒ７算定 

（確定係数） 

Ｒ８算定 

(仮係数） 
差 伸び率 

被保数(医療・後期) 245万 4千人 239万 5千人 △5万 9千人 △2.4％ 

給付費総額 7,796億円 7,614億円 △182億円 △2.3％ 

一人当たり給付費 317,639円 317,832円 193円 0.1％ 

納付金総額※ 4,341億円 4,460億円 119億円 2.7％ 

一人当たり納付金額※ 203,341円 214,909円 11,568円 5.7％ 

※医療・後期・介護ごとに算出し、合算した金額（Ｒ８算定は子ども・子育て支援納付金分を含む） 

 

〇瑞穂町納付金 

瑞穂町納付金 医療分 後期支援金分 介護納付金分 
子ども・子育て 

支援納付金分 
合計 

Ｒ７(確定係数) 712,707,153円 270,518,459円 94,824,709円 ― 円 1,078,050,321円 

Ｒ８(仮係数) 692,826,366円 262,417,499円 100,273,016円 22,238,199円 1,077,755,080円 

差額 △19,880,787円 △8,100,960円 5,448,307円 22,238,199円 △295,241円 

 

〇瑞穂町における納付金を納めるために必要な一人当たり保険税額 

 
医療分 後期支援金分 介護納付金分 

子ども・子育て 

支援納付金分 合 計 

被保数 保険税額 被保数 保険税額 被保数 保険税額 被保数 保険税額 

Ｒ７ 6,908人 90,238円 6,908人 36,362円 2,416人 34,742円 ― 人 ― 円 161,342円 

Ｒ８ 6,412人 95,573円 6,412人 38,011円 2,338人 39,023円 6,412人 3,468円 176,075円 

差 △496人 5,335円 △496人  1,149円 △78人 4,281円 6,412人 3,468円 14,733円 

 

※東京都全体の納付金総額は、被保険者数の減少及び医療費の減額はあるものの、子ども・

子育て支援納付金分が令和８年度から新設されるため、令和７年度と比較し、１１９億

円、２.７％の増となっている。 

一方、瑞穂町の納付金は令和７年度と比較し、医療分は約１,９８８万円の減額、後期

支援金分は約８１０万円の減額となっており、介護納付金分で約５４４万円の増額、新

設される子ども・子育て支援納付金分で約２,２２３万円の増額ではあるが、総額で約２

９万５千円の減額となっている。 
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〇令和８年度区市町村標準保険料率と令和７年度保険税率の比較 

 医療分 後期支援金分 介護納付金分 子ども・子育て支援納付金分 

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 
18歳以上 

均等割 

①都道府県 

標準保険料率 
8.12％ 50,634円 2.99％ 18,503円 2.63％ 19,250円 0.29％ 1,784円 131円 

②区市町村 

標準保険料率 
7.67％ 47,797円 3.03％ 18,780円 2.67％ 19,497円 0.28％ 1,708円 178円 

③区市町村ごと

の算定基準にも

とづく標準的な

保険料率 

9.29％ 34,518円 3.28％ 15,618円 2.43％ 19,593円 0.28％ 1,708円 178円 

④令和７年度

保険税率 
6.03％ 28,000円 1.85％ 10,500円 1.55％ 15,000円 ― ％ ― 円 ― 円 

②と④の差 1.64㌽ 19,797円 1.18㌽ 8,280円 1.12㌽ 4,497円 0.28％ 1,708円 178円 

◎保険税率改定の考え方 

・一般会計からの法定外繰入を計画的・段階的に解消・削減していく。 

・被保険者の急激な負担増とならないよう毎年度緩やかな改定を行う。 

 

〇令和８年度保険税率改定案 

◎改定案の考え方 

 現行の税率と区市町村標準保険料率を比較した場合に、医療分の所得割が 1.64 ポイン

ト、均等割が 19,797 円、後期支援金分の所得割が 1.18 ポイント、均等割が 8,280 円、介

護納付金分の所得割が 1.12ポイントの乖離があるため税率を改定したい。 

 上記の改定案のとおり、医療分の所得割を 6.03％から 6.20％、均等割を 28,000 円から

29,000円、後期支援金分の所得割を 1.85％から 1.95％、均等割を 10,500円から 11,000円

介護納付金分の所得割を 1.55％から 1.65％に引き上げたい。また、子ども・子育て支援納

付金分は、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体で支える新しい分かち合い・連帯の

仕組みによる支援であることから、東京都が示している所得割・均等割としたい。 

改定案 

医療分 後期支援金分 介護納付金分 子ども・子育て支援納付金分 

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 
18歳以上 

均等割 

令和８年度 

保険税（案） 
6.20％ 29,000円 1.95％ 11,000円 1.65％ 15,000円 0.28％ 1,708円 178円 

令和７年度 

保険税率 
6.03％ 28,000円 1.85％ 10,500円 1.55％ 15,000円 ― ％ ― 円 ― 円 

差 0.17㌽ 1,000円 0.1㌽ 500円 0.1㌽ 0円 0.28㌽ 1,708円 178円   
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○保険税率改定影響額               

 医療分 後期支援金分 介護納付分  

 

子ども・子育て支援金分 

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 
18歳以上 

均等割 

現行税率 6.03％ 28,000円 1.85％ 10,500円 1.55％ 15,000円   現行税率    

改定案 6.20％ 29,000円 1.95％ 11,000円 1.65％ 15,000円  改定案 0.28％ 1,708円 178円 

 

◎モデルケース計算例 
夫４２歳  所得 3,000,000円  世帯員 3人   ※収入 4,300,000円 
妻３８歳  所得なし      子供（１０歳） 1人                     ※18歳未満は 10割軽減 

 医療分 後期支援金分 介護納付分 

合計 
現行から

の伸び率 

現行との

差額 

 子ども・子育て支援金分 

合計 
現行から

の伸び率 所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 
 

所得割 均等割 
18歳以上 

均等割 
小計 

現行税率 154,900円 84,000円 47,500円 31,500円 39,800円 15,000円 372,700円        372,700円  

改定案 159,300円 87,000円 50,100円 33,000円 42,400円 15,000円 386,800円 103.78％ 14,100円  7,196円 3,416円 356円 10,900円 397,700円 106.71％ 

 

夫６７歳  所得 500,000円  世帯員 2人  ※年金収入 1,600,000円 
妻５９歳  所得なし     ※均等割５割軽減世帯 

 医療分 後期支援金分 介護納付分 

合計 
現行から

の伸び率 

現行との

差額 

 子ども・子育て支援金分 

合計 
現行から

の伸び率 所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 
 

所得割 均等割 
18歳以上 

均等割 
小計 

現行税率 4,200円 28,000円 1,100円 10,500円 1,000円 7,500円 52,400円        52,400円  

改定案 4,300円 29,000円 1,300円 11,000円 1,100円 7,500円 54,200円 103.44％ 1,800円  196円 1,708円 178円 2,000円 56,200円 107.25％ 

 

 



所得割 資産割 均等割 平等割 限度額 所得割 均等割 限度額 所得割 資産割 均等割 平等割 限度額

24 4.50 % 20,500 円 51 万円 1.16 % 5,200 円 14 万円 1.10 % 9,700 円 12 万円

25 4.50 % 20,500 円 51 万円 1.16 % 5,200 円 14 万円 1.10 % 9,700 円 12 万円

26 4.62 % 21,000 円 51 万円 1.21 % 5,500 円 16 万円 1.25 % 10,800 円 14 万円

27 4.74 % 21,500 円 52 万円 1.26 % 5,800 円 17 万円 1.40 % 11,900 円 16 万円

28 4.86 % 22,000 円 54 万円 1.31 % 6,100 円 19 万円 1.55 % 13,000 円 16 万円

29 4.86 % 24,000 円 54 万円 1.31 % 7,000 円 19 万円 1.55 % 13,000 円 16 万円

30 5.06 % 24,000 円 58 万円 1.51 % 7,000 円 19 万円 1.55 % 13,000 円 16 万円

31 5.06 % 24,000 円 61 万円 1.51 % 8,500 円 19 万円 1.55 % 13,000 円 16 万円

R2 5.06 % 25,000 円 63 万円 1.51 % 8,500 円 19 万円 1.55 % 15,000 円 17 万円

R3 5.06 % 25,000 円 63 万円 1.51 % 8,500 円 19 万円 1.55 % 15,000 円 17 万円

R4 5.36 % 26,000 円 65 万円 1.51 % 8,500 円 20 万円 1.55 % 15,000 円 17 万円

R5 5.51 % 26,000 円 65 万円 1.65 % 10,000 円 22 万円 1.55 % 15,000 円 17 万円

R6 5.91 % 27,000 円 65 万円 1.65 % 10,000 円 24 万円 1.55 % 15,000 円 17 万円

R7 6.03 % 28,000 円 66 万円 1.85 % 10,500 円 26 万円 1.55 % 15,000 円 17 万円

後期高齢者支援分　税率

瑞穂町国民健康保険税の推移

年度
基礎課税分　税率 介護納付金分　税率

資料１－３



所得割
所得割
前年度比

均等割
均等割

前年度比
限度額 所得割

所得割
前年度比

均等割
均等割
前年度比

限度額 所得割
所得割
前年度比

均等割
均等割
前年度比

限度額

(％) (円) （円） (万円) (％) (円) (円) (万円) (％) (円) (円) (万円)

瑞穂町 6.03 0.12ｐｔ 28,000 1,000 66 1.85 0.20ｐｔ 10,500 500 26 1.55 - 15,000 - 17

青梅市 6.25 - 33,000 - 66 2.07 - 12,000 - 26 1.95 - 13,100 - 17

福生市 5.39 - 29,700 - 66 2.25 - 13,200 - 26 1.79 - 14,000 - 17

羽村市 6.43 - 27,300 - 66 2.33 - 11,200 - 26 2.15 - 13,100 - 17

あきる野市 6.28 0.49ｐｔ 33,000 3,000 66 2.37 0.29ｐｔ 12,300 900 26 2.23 0.26ｐｔ 14,700 1,200 17

日の出町 6.00 0.23ｐｔ 31,300 100 66 2.25 0.05ｐｔ 11,700 100 26 1.99 0.08ｐｔ 13,200 1,100 17

奥多摩町 6.20 0.30ｐｔ 33,100 3,600 66 2.10 0.10ｐｔ 12,600 1,600 26 2.05 0.10ｐｔ 12,600 - 17

檜原村 5.35 0.25ｐｔ 28,100 1,500 66 1.66 0.06ｐｔ 9,600 500 26 1.60 - 12,200 300 17

平　均 5.99 - 30,438 - 66 2.11 - 11,638 - 26 1.91 - 13,488 - 17

基礎課税（賦課）分 後期高齢者支援金課税(賦課)分 介護納付金課税(賦課)分

保険者名

令和７年度　国民健康保険税・賦課限度額（８市町村の比較） 資料１－４



様式第２

20,194
（6.7）

千円
％

20,194
（6.7）

千円
％ 20,194 千円 20,194 千円 20,194 千円 20,194 千円 121,164

千円
％

千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％）

20,194
（6.7）

千円
％

20,194
（6.7）

千円
％ 20,194 千円 20,194 千円 20,194 千円 20,194 千円 121,164

千円
％

-17,795
-5.9

千円
％

-49,126
-16.3

千円
％ 27,742 千円 37,210 千円（％） △ 41,504 千円（％） △ 39,078 千円（％） △ 82,551 千円（％）

　  

　  

 

令和7年9月5日

東京都西多摩郡

瑞穂町長　山　﨑　　栄

東京都知事殿

国保財政健全化計画（赤字削減・解消計画）実施状況報告書 　 都道府県名 保険者番号 保険者名

東京都
（第７年次　令和６年度分）

第3年次

　３０年度 　　令和元年度

35

①
赤
字
の
発
生
状

況

年度(赤字発生年度) 　　　平成３０年度 赤字の原因

法定外繰入金 243,154　千円 予算推計ベースの平成30年度の赤字額：　301,401千円
解消の目標年次：　令和14年度
　
被保険者減少による保険税収入の減少や、被保険者の負担を軽減するため保険税の
賦課率を低く設定しているため

繰上充用金の新規増加分 0　千円

赤字額（合計） 243,154　千円

瑞穂町

合計

　令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

②
赤
字
削
減
計
画
実
施

（
予
定

）
状
況

合計
赤字削減予定額（率）

毎年度税率改定を行う。
ジェネリック医薬品差額通知書の発行による使用促進、レセプト点検の強化を行う。
第３期データヘルス計画に基づき、健康増進事業を行い、生活習慣病の抑制を図る。
収納部門と情報共有しながら、保険税の納付を促し収納率向上に努める。

赤字削減額

実施状況の詳細 今後の取組

被保険者に過度な負担とならないよう調定額ベースで３％程度（平均的な世帯で１万円程度）の
税率改定を行った。レセプト点検強化、ジェネリック医薬品への切り替え勧奨を行い、医療費の
上昇を抑制した。令和６年１２月までは短期証、資格者証を発行し、滞納者と接触の機会をつくり
収納率向上に努めた。

　

年
度
別
赤
字
削
減
予
定
額

（
率

）

計画年次 第1年次 第2年次

年　　　度

第4年次 第5年次 第6年次

法定外繰入の
削減予定額（率）

繰上充用金の新規増加
分の削減予定額（率）

資料１－５

上記のとおり赤字削減・解消計画実施状況報告書を提出します。

保険者名

代表者職氏名 印



20,194 千円 20,194 千円 20,194 千円 20,194 千円 20,194 千円 20,194 千円 121,164 千円（％）

千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％）

20,194 千円 20,194 千円 20,194 千円 20,194 千円 20,194 千円 20,194 千円 121,164 千円（％）

51,513 千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％） △ 31,038 千円（％）

　  

　  

 

令和7年9月5日

瑞穂町

東京都知事殿

代表者職氏名
印

実施状況の詳細 今後の取組

保険者名

合計
赤字削減予定額（率）

上記のとおり赤字削減・解消計画実施状況報告書を提出します。

第10年次 第11年次 第12年次

合計

年　　　度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

第9年次

保険者番号 保険者名

赤字の原因

法定外繰入金 243,154　千円 予算推計ベースの平成30年度の赤字額：　301,401千円
解消の目標年次：　令和14年度
　
被保険者減少による保険税収入の減少や、被保険者の負担を軽減するため保険税の
賦課率を低く設定しているため

繰上充用金の新規増加分 0　千円

赤字額（合計） 243,154　千円

（第７年次　令和６年度分）
東京都 35

国保財政健全化計画（赤字削減・解消計画）実施状況報告書 　 都道府県名

東京都瑞穂町

瑞穂町長　山﨑　栄

様式第２（その２）

①
赤
字
の
発
生
状

況

年度(赤字発生年度) 　　　平成３０年度

法定外繰入の
削減予定額（率）

②
赤
字
削
減
計
画
実
施

（
予
定

）
状
況

　

年
度
別
赤
字
削
減
予
定
額

（
率

）

計画年次 第7年次 第8年次

赤字削減額

繰上充用金の新規増加
分の削減予定額（率）



年度

30

R1

R2

R3

R4

R5

R6

8.0 ％

▲1.4

▲0.9

▲0.4

　1.4　

　0.8 

3,564,197,372 円

3,594,336,542 円

3,747,260,806 円

3,831,313,750 円

3,699,627,524 円

7.9 ％

7.2 ％

8.1 ％

8.5 ％

7.1 ％

256,000,000 円

292,000,000 円

319,000,000 円

334,000,000 円

273,000,000 円

295,000,000 円

8,441人

8,717人

9,017人

9,513人

8,021人

28,698 円

35,377 円

33,498 円

30,328 円

36,778 円

瑞穂町の一般会計その他繰入金と繰入率の推移

被保険者数
（年間平均）

一人当たり繰入金 一般会計その他繰入金 繰入率 増減収入額合計

3,603,854,805 円 9.3 ％ 　1.3　44,356 円7,530人

※平成３０年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、都から提示された納付金を納めることにより、
保険給付費の支払額を全額都から普通交付金として交付されます。

※令和４年度、５年度は、納付金の増額により、一般会計その他繰入金が増加しましたが、令和６年度は、
納付金の減額により、一般会計その他繰入金が減少しました。

7,189人 40,061 円 288,000,000 円 3,629,987,690 円

資料１－６
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瑞穂町国民健康保険に係る滞納世帯主等に対する  

措置に関する取扱要綱（案）  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。

以下「法」という。）第５４条の３に基づく特別療養費の支給（以

下「支給措置」という。）及び法第６３条の２に基づく保険給付の

差止め（以下「差止措置」という。）に関し、必要な事項を定める

ものとする。  

（用語の定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。  

（１）保険税滞納世帯主等  法第５４条の３第１項に規定する保険料

滞納世帯主等のうち、国民健康保険税に係るものをいう。  

（２）保険税納付の勧奨等  法第５４条の３第１項に規定する保険料

納付の勧奨等のうち、国民健康保険税に係るものをいう。  

（特別の事情等に関する届出）  

第３条  次の各号のいずれかの事由に該当することにより支給措置

又は差止措置の対象外となる者は、特別の事情等に関する届出書

（別記様式第１号）を町長に届け出なければならない。  

（１）法第５４条の３第１項に規定する原爆一般疾病医療費の支給

等を受けることができること。  

（２）当該保険税の滞納につき災害その他の国民健康保険法施行令

（昭和３３年政令第３６２号）第２８条の６に規定する特別の

事情があると認められること。  

（弁明の機会の付与）  

第４条  町長は、保険税滞納世帯主等に対し、保険税納付の勧奨等

を行ってもなお当該保険税を納付しない場合は、当該保険税滞納

世帯主等に弁明する機会を付与しなければならない。  

２  町長は、前項の規定により弁明の機会を付与する場合は、弁

明の機会付与通知書（別記様式第２号）により、当該保険税滞

納世帯主等に通知するものとする。  

 

資料２  
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（支給措置）  

第５条  町長は、前条第２項に規定する通知書により指定した提

出期限までに、弁明書が提出されない場合又は弁明書によって

もなお特別療養費を支給することが適当であると認める場合は、

特別療養費の支給に係る事前通知書（別記様式第３号）により、

当該保険税滞納世帯主等（以下「支給措置者」という。）に通知

するものとする。この場合において、町長は、支給措置者に対

し、支給措置者及びその世帯に属する被保険者に係る資格確認

書の返還を求めるとともに、特別療養費支給対象者向けの資格

確認書を交付するものとする。  

２  町長は、前項後段の規定により資格確認書の返還を求める

に当たっては、国民健康保険資格確認書返還請求通知書（別記

様式第４号）により、当該支給措置者に通知するものとする。 

（療養の給付等）  

第６条  町長は、法第５４条の３第４項に規定する療養の給付等

を行う場合は、療養の給付等に係る事前通知書（別記様式第５

号）により、当該世帯主にあらかじめ通知するものとする。  

（差止措置）  

第７条  町長は、法第６３条の２第１項又は第２項の規定により

保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める場合は、国民

健康保険給付支払一時差止通知書（別記様式第６号）により、

当該世帯主に通知しなければならない。  

（控除）  

第８条  町長は、法第６３条の２第３項の規定により国民健康保

険税額を控除する場合は、国民健康保険法施行規則（昭和３３

年厚生省令第５３号）第３２条の５各号に掲げる事項を、国民

健康保険税控除通知書（別記様式第７号）により、当該世帯主

にあらかじめ通知しなければならない。  

（委任）  

第９条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別

に定める。  

附  則  

この要綱は、告示日から施行する。  



別記様式第１号（第３条関係）  

年   月   日   

瑞穂町長  宛て  

               世帯主  住所  

                    氏名  

電話    （   ） 

 

特別の事情等に関する届出書  

 

次のとおり保険税の納付ができないので、関係書類を添えて届け出ます。 

 

被保険者記号番号      ―  

世
帯
主 

住   所   

氏   名   

個人番号              

保険税が納付できない理由  

１  国民健康保険法施行令第 28 条の 6 に規定する特別な事情  

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にあったこと。  

(2) 世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、また

は負傷したこと。  

(3) 世帯主がその事業を廃止し、または休止したこと。  

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。  

(5) これらに類する事由があったこと。  

２  具体的な理由  

 

 

 

 

３  公費負担医療を受けることができるとき  

該当番号：        対象被保険者名：           

資料２  



別記様式第２号（第４条関係）  

第      号   

年   月   日   

          様  

 

                   瑞穂町長         印  

 

弁明の機会付与通知書  

 

このことについて、次のとおり行政手続法の規定に基づき予定される不

利益処分等について通知します。  

なお、納付することができなかった事など弁明すべき事項があれば、別

紙による弁明書を次の期日までに提出してください。  

  

 

１  予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項  

国民健康保険法第 54 条の 3 第 1 項及び第 2 項の規定により、特別療

養費の支給対象となること。  

 

２  不利益処分の原因となる事実  

     年度国民健康保険税第   期分、金     円について、納付

期限     年   月   日から１年間滞納があること。  

 

３  弁明書の提出期限及び提出先  

     年   月   日までに      課へ提出してください。  

 

４  弁明に際し、証拠書類等を添付する必要がある場合は、弁明書と合わ

せて提出してください。  

 

 

 

 



別記様式第３号（第５条関係）  

第      号   

年   月   日   

         様  

 

                   瑞穂町長         印  

 

特別療養費の支給に係る事前通知書  

 

 あなたが滞納している国民健康保険税については、これまで納付をお願

いしてきましたが、いまだ完納となっておりません。  

 つきましては、国民健康保険法第 54 条の 3 第 1 項又は第 2 項の規定に基

づき、貴世帯の次の被保険者に対しては、記載の日付より、療養の給付等

に代えて、特別療養費を支給することとなりますので、同条第 3 項の規定

に基づき、あらかじめお知らせします。  

 

１  特別療養費の支給対象者  

氏  名  住  所  生年月日  

   

   

   

   

 

２  日付  

       年    月    日  

 

３  注意事項  

(１ ) 特別療養費の支給対象者は、医療機関等の窓口で医療費を全額支払

っていただきます。後日、申請を行うことで、支払った額から一部負

担金相当額を控除した額の給付を受けることができます。  



(２ ) 次の事由に該当するに至った場合は、特別療養費の支給を終了し、

療養の給付等を行います。  

・滞納している保険料（税）を納めたとき。  

・災害その他特別の事情が生じたとき。  

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平

成 17 年法律第 123 号 )の自立支援医療等の公費負担医療を受けるこ

とができるに至ったとき。  

 

 

４  審査請求及び取消訴訟  

この処分に不服があるときは、この処分をあったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内に東京都国民健康保険審査会に対して

審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日

の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができな

くなります。）。  

   審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁

決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、瑞穂町

を被告として（訴訟において瑞穂町を代表する者は瑞穂町長となりま

す。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該審

査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６

か月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過す

ると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただ

し、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対す

る裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。①

審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決が

ないとき。②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損

害を避けるため緊急の必要があるとき。③その他裁決を経ないことに

つき正当な理由があるとき。   

（国民健康保険法第 91 条、第 99 条、第 103 条、行政不服審査法第 18

条、行政事件訴訟法第 8 条、第 14 条）  

 



別記様式第４号（第５条関係）  

第      号   

年   月   日   

         様  

 

                  瑞穂町長         印  

 

国民健康保険資格確認書返還請求通知書  

 

国民健康保険法施行規則第 27 条の 5 の 2 の規定により、あなたに交付し

ている国民健康保険資格確認書の返還を次のとおり求めます。  

 

１  返還期日       年   月   日  

 

２  返還場所  東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎２３３５番地  

       瑞穂町     部     課  

  なお、期日までに返還されない場合は、資格確認書の有効期限切れを

もって返還されたものとみなします。  

 

３  返還を求める理由  

  国民健康保険法第 54 条の 3 に基づく特別療養費の支給のため  

 

４  適用除外  

  保険税の滞納について災害その他の政令に定める特別の事情等がある

場合は、「特別事情等に関する届出書」に事実を証する書類又は医療証の

写しを添えて提出することにより、特別療養費の支給の適用除外となり

ます。  

 

 

 

 

 



５  審査請求及び取消訴訟  

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して３か月以内に東京都国民健康保険審査会に対して審査請

求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算

して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。  

審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決  

があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、瑞穂町を被

告として（訴訟において瑞穂町を代表する者は瑞穂町長となります。）、処

分の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該審査請求に対す

る裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、

当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを

提起することができなくなります。）。ただし、次の①から③までのいずれ

かに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴

えを提起することができます。①審査請求があった日の翌日から起算して

３か月を経過しても裁決がないとき。②処分、処分の執行又は手続の続行

により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③その他裁

決を経ないことにつき正当な理由があるとき。  

（国民健康保険法第 91 条、第 99 条、第 103 条、行政不服審査法第 18 条、

行政事件訴訟法第 8 条、第 14 条）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第５号（第６条関係）  

第      号   

年   月   日   

         様  

 

                    瑞穂町長       印  

 

療養の給付等に係る事前通知書  

 

 国民健康保険法第 54 条の 3 第 4 項の規定にもとづき、貴世帯の次の被保

険者に対しては、記載の日付より、療養の給付等を行うこととなりますの

で、同条第 5 項の規定に基づき、あらかじめお知らせします。  

 

１  療養の給付等の対象者  

氏  名  住  所  生年月日  

   

   

   

   

 

２  日付  

      年    月    日  

 

３  注意事項  

療養の給付等を行う対象者は、医療機関等の窓口で自己負担割合相当

分 (３割又は２割 )を支払っていただきます。  

 

 

 

 



４  審査請求及び取消訴訟  

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌  

日から起算して３か月以内に東京都国民健康保険審査会に対して審査請

求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から

起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。  

審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決  

があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、瑞穂町を被

告として（訴訟において瑞穂町を代表する者は瑞穂町長となります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該審査請求に

対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であ

っても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の①から③

までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処

分の取消しの訴えを提起することができます。①審査請求があった日の

翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。②処分、処分の

執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要が

あるとき。③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。  

（国民健康保険法第 91 条、第 99 条、第 103 条、行政不服審査法第 18 条、

行政事件訴訟法第 8 条、第 14 条）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第６号（第７条関係）  

第      号   

年   月   日   

 

       様  

 

                    瑞穂町長       印  

 

国民健康保険給付支払一時差止通知書  

 

 あなたが滞納している国民健康保険税について、いまだに納付されてい

ませんので、国民健康保険法第 63 条の 2 の規定により     年   月      

日に申請のありました国民健康保険給付の支払について、その全部・

一部を差し止めます。  

 なお、何らかの事情で保険税を納付することができない場合又は公費負

担医療を受けることのできる被保険者がいるときは、   月   日までに

来庁の上、書面にて届け出てください。  

 

１  差止めに係る保険給付  

種  類  保険給付  差止額  備  考  

    

    

    

    

 

２  滞納保険税   別添、滞納金額明細書のとおり  

 

 

 

 



３  審査請求及び取消訴訟  

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌  

日から起算して３か月以内に東京都国民健康保険審査会に対して審査請

求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から

起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。  

審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決  

があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、瑞穂町を被

告として（訴訟において瑞穂町を代表する者は瑞穂町長となります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該審査請求に

対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であ

っても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の①から③

までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処

分の取消しの訴えを提起することができます。①審査請求があった日の

翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。②処分、処分の

執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要が

あるとき。③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。  

（国民健康保険法第 91 条、第 99 条、第 103 条、行政不服審査法第 18 条、

行政事件訴訟法第 8 条、第 14 条）  

 

 

 

（お問合せ先）  

 

 

 

 

 

瑞穂町大字箱根ケ崎２３３５番地  

瑞穂町  住民部  住民課   電話０４２－５５７－７５７８  



別記様式第７号（第８条関係）  

第      号   

年   月   日   

 

         様  

 

                   瑞穂町長        印  

 

国民健康保険税控除通知書  

 

 あなたが滞納している国民健康保険税について、いまだに納付されてい

ませんので、国民健康保険法第 63 条の 2 の規定により     年   月    

日に差止めした国民健康保険給付額から滞納保険税を次のとおり控

除します。  

 

１  差止めに係る保険給付と控除する滞納額  

種  類  保険給付額  差止額  
控除する滞納額  

（納期限）  

    

    

    

    

 

２  滞納保険税   別添、滞納金額明細書のとおり  

 

 

 

 

 

 

 



３  審査請求及び取消訴訟  

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌  

日から起算して３か月以内に東京都国民健康保険審査会に対して審査請

求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から

起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。  

審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決  

があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、瑞穂町を被

告として（訴訟において瑞穂町を代表する者は瑞穂町長となります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該審査請求に

対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であ

っても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の①から③

までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処

分の取消しの訴えを提起することができます。①審査請求があった日の

翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。②処分、処分の

執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要が

あるとき。③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。  

（国民健康保険法第 91 条、第 99 条、第 103 条、行政不服審査法第 18 条、

行政事件訴訟法第 8 条、第 14 条）  

 

 

 

（お問合せ先）  

 

 

瑞穂町大字箱根ケ崎２３３５番地  

瑞穂町  住民部  住民課   電話０４２－５５７－７５７８  
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